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鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙における選挙啓発ポスター
の入賞作品誤りについて
　令和８年３月２９日執行予定の鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙において、選挙啓発ポスターに掲載した中学生の入賞作品に誤りがありましたのでお知らせします。
記
１　件　名
選挙啓発ポスターの入賞作品誤り
２　判明日時
　　令和８年３月２日（月）午後６時３０分ごろ

３　概要
鳥取市長選挙等の選挙啓発ポスターは、ポスターコンクールの入賞作品により作成していますが、この度の選挙啓発用のポスターに使った作品が３年前の別の生徒の入賞作品に取り違えていることが判明しました。
これは該当する作品の生徒が在籍している中学校からの電話連絡により、その取り違いが判明したものです。

４　対応状況

　　本人(保護者含む)へ謝罪するとともに、３月１１日以降に順次設置する候補者のポスター掲示場には、正しい選挙啓発ポスターに差し替え掲示します。
　　ただし、既に送付している町内会等に依頼している選挙啓発ポスターについては、差し替えが困難なため、撤去いただくよう依頼します。
５　再発防止策
入稿した原稿は正しかったものの、初校の段階で印刷業者側が過去のデータを元に作成して作品が入れ替わり、校正時に気付かなかったことが原因です。

このため、作品はもとより、学校名や名前を複数人で確認して正しい情報となるよう取り組みます。
